
所 有 者
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③

／

<償却資産>

数量

※１ 特例に該当する資産の設置場所を記入

※２ 賃上げ率が1.5％以上3.0％未満の場合は「１／２」、賃上げ率が3.0％以上場合は「１／４」と記入

【添付書類（写しを添付）】

１． 先端設備等導入計画の認定書（市が発行したもの）

２． 市の認定を受けた先端設備等導入計画書

３． 先端設備等に係る投資計画に関する確認書（経営革新等支援機関等が発行したもの）

４． 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面

先端設備等導入計画に係る特例申告用
（設備の取得時期：令和7年4月1日～令和9年3月31日）

太宰府市

資産所在地

※1

課税

資産種類 備　　　考耐用年数取 得 価 格取得年月資 産 の 名 称

適　用　条　項
課税標準となる割合

※２

地方税法附則第１５条第４２項

固定資産税の課税標準の特例に係る申告書

　下記の資産は地方税法により課税標準の特例の適用を受けるので、関係書類を添えて申告します。

氏　　　名
又は名称

住　　　所

電話番号

( あて先 )  太宰府市長

令和 　      年　      月　      日　

太宰府市

太宰府市


